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平成２６年１０月１日 

厚生労働省老健局振興課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 老健局振興課 
 

今回の内容 

 

介護サービス情報公表システムの機能充実について 

（平成２６年１０月１日リリース） 
 

計１４枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(内線 3982) 

FAX : 03-3505-7894 
 



事   務   連   絡 

平成２６年１０月１日 

 

 各都道府県 介護保険担当主管部（局） 

 各市町村  介護保険担当主管部（局） 御中 

 

厚生労働省老健局振興課     

 

介護サービス情報公表システムの機能充実について 

（平成２６年１０月１日リリース） 

    

介護保険制度の運営につきましては、日頃より御理解、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

介護サービス情報の公表制度については、介護保険法に基づき、平成１８年４月からスタートした

制度であり、介護保険をこれから利用しようと考えている方やそのご家族等が介護サービスを比較・

検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。本制度は、厚生労働省が運用する

介護サービス情報公表システムを媒介して、インターネットでいつでも誰でも介護サービスの情報を

入手することが可能となっており、現在、全国の約１９万か所の事業所情報が公表されています。 

この度、「介護サービス情報公表システム」の機能につきまして、利用者の閲覧性の向上を図る観

点から、事業所の比較機能や検索機能の充実、公表画面の見やすさ等の改善に向けたシステム改修を

実施しましたので、下記のとおり情報提供させていただきます。 

 

１．実施日 

平成２６年１０月１日（水） 

  

２．改修内容 

別紙のとおり。 

 

※介護サービス情報公表システムは下記ＵＲＬからアクセスできます。 

http://www.kaigokensaku.jp/ 

 

※検索エンジンで「介護事業所検索」と入力することにより、簡単にホームページにアクセスで

きます。 

 

http://www.kaigokensaku.jp/


   情報公表システムの見やすさ等の改善（概要） 

【「住まいからの検索」を新設】 

【県外の隣接する市町村も一体的に検索可能に】 

比較機能の充実 

見やすさ等の改善 

○一度に比較出来る事業所数をこれまでの３件から３０件まで拡大。これまでの比較方法のほか、利用者
が事業所を選択する際のポイントとなる情報を絞って比較できるよう項目を整理。 

○さらに、事業所間で内容が異なる項目が一目で分かるよう着色して表示。 

自分の住まいを中心とした事業所検索を可能とし、「距離」も表示。 
※住まいからの距離順に並べ替えることも可能 

これまでの都道府県単位の検索から、都道府県をまたぐ（隣接する県外の市町村を含めた）事業所検
索を可能にする。 

■検索結果一覧を見やすく工夫し、一度に表示できる件数について、これまでの５件から５０件まで拡大。 
■ソート機能の充実（住まいからの距離、公表日、開始年月日、空き状況、利用者数 等） 
■全体的に見やすさを工夫（「事業所の特色」ページにおいてグラフを活用 など） 

検索機能の充実 

※その他、都道府県トップページ上段に「簡易検索」機能を追加（キーワード等から簡単に検索できる） 

利用者の閲覧性の向上を図る観点から、情報公表システムの機能を改善 

平成２６年１０月改修分 
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別紙 



1.事業所の比較機能の充実 
主な改修内容 

最大30事業所まで比較可能に 

違いのある項目に着色することが可能 

事業所①      事業所②    事業所③ ・・・・・ 

これまでの「事業所の概要」「事業所の特色」「運営状
況」での項目比較に加えて、サービスを選択する上でポ
イントとなる情報を絞って比較（【別紙】参照） 

○一度に比較出来る事業所数をこれまでの３件から３０件まで拡大。これまでの比較方法のほか、利用者が事業所を選択
する際のポイントとなる情報を絞って比較できるよう項目を整理。 

○さらに、事業所間で内容が異なる項目が一目で分かるよう着色して表示。 

比較機能の充実 
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【別紙】ポイントとなる情報を絞って比較 

（以下は「訪問介護」の例。） 

続く 

続く 

比較のポイントとなる項目については、比較・検討を行う際の事業所間の相違点の読み解
き方等について整理された『消費者のための介護サービス情報ガイド』（平成24年３月
（社）シルバーサービス振興会介護サービス情報公表支援センター）を参考とした 
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